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精神科救急医療体制整備に係るワーキンググループ 

開催要綱 

 

１． 趣旨 

精神科救急医療体制の確保については、精神保健福祉法第 19 条の 11 において、都道

府県は夜間又は休日の相談対応や精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携

を確保する等地域の実情に応じて体制の整備を図るよう努めるものとされている。 

こうした中、平成 29年２月にとりまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり

方に関する検討会報告書」において精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの理念

が掲げられたところ、その後進められている同システムの構築推進を図るための事業に

おける知見や課題をもとに、現在、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

に係る検討会」（以下「検討会」という。）の中で、さらなる推進に向けた検討を行ってい

る。 

しかしながら、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムを構築推進する観点から

必要なときに必要な医療を受けることができる精神科救急医療体制の確保は重要であり、

検討会においても種々の課題が指摘されていることから、その整備のあり方について改

めて検討するため、検討会の下に精神科救急医療体制整備に係るワーキンググループ（以

下「ワーキンググループ」という。）を設置し、開催する。なお、ワーキンググループで

とりまとめた意見及びその他必要な事項については、検討会に報告するものとする。 

 

２． 主な検討事項 

（１）精神科救急医療体制整備のあり方 

（２）相談体制のあり方 

（３）その他 

 

３．構成等 

 （１）社会・援護局障害保健福祉部長によるワーキンググループとし、社会・援護局障害

保健福祉部長が開催する。 

 （２）構成員は、別紙のとおりとする。 

（３）ワーキンググループに座長及び座長代理を置く。 

（４）座長は、構成員の互選により選出し、座長代理は、構成員の中から座長が指名  

する。 

（５）構成員の出席が難しい場合は構成員の代理者の出席を認める。 

（６）必要に応じ、構成員による協議の上、適当と認める者を参考人として招致する     

ことができる。 

（７）ワーキンググループの議事は、原則として公開する。 

（８）その他、ワーキンググループの運営に関し、必要な事項は座長が定める。 

 

４．その他 

  ワーキンググループの庶務は社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が行う。 


